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○須坂市放課後児童クラブ運営管理規則 

平成19年３月30日教育委員会規則第２号 

改正 

平成20年９月29日教委規則第７号 

平成21年３月30日教委規則第４号 

平成22年９月30日教委規則第５号 

平成26年７月１日教委規則第４号 

平成26年９月30日教委規則第６号 

平成27年５月29日教委規則第６号 

平成30年７月５日教委規則第５号 

令和元年７月３日教委規則第２号 

令和元年11月21日教委規則第４号 

令和２年12月18日教委規則第４号 

須坂市放課後児童クラブ運営管理規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、須坂市放課後児童クラブ条例（平成19年条例第５号。以下「条例」と

いう。）第19条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（放課後児童支援員） 

第２条 児童クラブに生活指導のため、放課後児童支援員を置く。 

２ 放課後児童支援員は、教員若しくは保育士の資格がある者又は児童の指導について知識

経験を有する者とする。 

（休業日及び利用時間） 

第３条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。 

(１) 土曜日、日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(３) 年末年始 12月29日から翌年１月３日まで 

２ 条例第３条に規定する児童クラブの利用時間は、次のとおりとする。 

(１) 小学校及び特別支援学校小学部（以下「小学校等」という。）の休業日（学校教育

法施行令（昭和28年政令第340号）第29条の規定による夏季、冬季、学年末、農繁期等に

おける休業日をいう。以下同じ。）以外の日 小学校等下校時から午後６時まで 

(２) 小学校等の休業日 午前８時から午後６時まで 

(３) 前２号の規定にかかわらず、延長登録児童は、午後６時30分まで利用することがで

きる。 

３ 教育委員会は、前２項の規定にかかわらず、特別な事由があると認める場合は、休業日

及び利用時間を変更することができる。 

（登録児童） 

第４条 条例第４条の規定により登録をうけようとする者は、須坂市放課後児童クラブ登録

申請書（様式第１号）に就労証明書（様式第２号）を添付して教育委員会に提出するもの

とする。 

２ 教育委員会は、前項の規定により登録の申請があった場合は、登録の可否について、須

坂市放課後児童クラブ登録承認・不承認決定通知書（様式第３号）により、保護者に通知

するものとする。 

３ 登録の有効期限は登録した年度末までとする。 

４ 延長登録の申請は、須坂市放課後児童クラブ延長登録申請書（様式第４号）によるもの

とする。 

５ 地域児童クラブの退所又は休所を希望する児童の保護者は、須坂市放課後児童クラブ退

所・休所届（様式第５号）を教育委員会に提出するものとする。 
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６ 登録の変更を希望する児童の保護者は、須坂市放課後児童クラブ登録変更届（様式第６

号）を教育委員会に提出するものとする。 

（届出の義務） 

第５条 児童クラブを利用する児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当

該児童クラブに届け出なければならない。 

(１) 児童及び保護者の住所等に異動があったとき。 

(２) 児童を早退、遅刻又は欠席させようとするとき。 

（指導等） 

第６条 放課後児童支援員は、家庭、学校及び地域の育成会等と密接な連携を図りながら、

児童の心身の状態を常に掌握し、集団的、個別的指導を行うものとする。 

（減免） 

第７条 条例第７条に規定する利用料の減免については、別表に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定により減免の対象となる者が減免の申請をしようとする場合は、須坂市放課

後児童クラブ登録児童利用料減免申請書（様式第７号）を、登録申請時又は減免事由発生

時に市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定により減免の申請があった場合は、減免の可否について、須坂市放

課後児童クラブ登録児童利用料減免承認・不承認決定通知書（様式第８号）により保護者

に通知するものとする。 

（指定管理者の申請） 

第８条 条例第９条第２項に規定する申請書は、須坂市放課後児童クラブ指定管理者申請書

（様式第９号）によるものとし、同項に規定する事業計画書及び書類は、次のとおりとす

る。 

(１) 須坂市放課後児童クラブの管理運営に関する事業計画書（様式第10号） 

(２) 須坂市放課後児童クラブの管理運営に関する収支予算書（様式第11号） 

(３) 自主事業予算書（様式第12号） 

(４) 団体概要書（様式第13号） 

(５) 定款、規約その他これらに類する書類 

(６) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書、決算書及び市税に係る納税証明書。

法人以外の団体にあっては、決算書及び当該団体の代表者の市税に係る納税証明書 

(７) その他教育委員会が別に定める書類 

（事業報告書の提出等） 

第９条 条例第13条に規定する事業報告書は、次に掲げる事項を掲載して、毎年度終了後60

日以内に作成し、教育委員会に提出するものとする。ただし、年度途中において条例第15

条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に

当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

(１) 管理業務の実施状況 

(２) 施設の利用状況 

(３) 管理経費の支出状況 

(４) その他教育委員会が別に定める事項 

（補則） 

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に登録の決定を受けている者は、この規則の規定により登録の

決定を受けた者とみなす。 
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３ この規則の施行の際、現に徴収し、又は徴収すべきであった費用については、この規則

の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべき利用料とみなす。 

（須坂市児童センター運営管理規則の一部改正） 

４ 須坂市児童センター運営管理規則（平成17年教育委員会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５条及び第６条を削り、第７条を第５条とし、第８条から第10条までを２条ずつ繰り

上げる。 

第11条第３号を削り、同条第４号を同条第３号とし、同条第５号から同条第７号までを

１号ずつ繰り上げ、同条を第９条とする。 

第12条を第10条とし、第13条を削り、第14条を第11条とする。 

別表を削る。 

様式第１号中「須坂市教育委員会 様」を「（あて先）須坂市教育委員会」に改め、同

様式を別記様式とし、様式第２号から様式第８号までを削る。 

附 則（平成20年９月29日教委規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年３月30日教委規則第４号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年９月30日教委規則第５号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成26年７月１日教委規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年９月30日教委規則第６号） 

この規則は、平成26年10月１日から施行する。 

附 則（平成27年５月29日教委規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成27年４月１日から適用する。 

附 則（平成30年７月５日教委規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年７月３日教委規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前になされた法第244条の２第３項の規定により公の施設の管理を

行わせる法人その他の団体を指定する手続は、この規則の規定によりなされたものとみな

す。 

附 則（令和元年11月21日教委規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の須坂市放課後児童クラブ運営

管理規則の規定は、令和元年10月１日から適用する。 

附 則（令和２年12月18日教委規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表（第７条関係） 

区分 減免の額 

生活保護世帯 全額 

母子世帯等。ただし、市民税非課

税世帯に限る。 
全額 

登録児童が同時に複数いる世帯

の、２人目以降の児童。ただし、
２分の１の額 
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２人目以降の児童とは、年齢の若

い児童をいう。 

その他市長が特に必要と認める

世帯 
市長が必要と認める額 

（備考）母子世帯等とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）に規定

する配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童を扶養している者の世帯、

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条に規定する身体障害者手帳の交付

を受けた者が在宅する世帯、療育手帳制度要綱（昭和48年厚生省発児第156号）に規

定する療育手帳の交付を受けた者が在宅する世帯、特別児童扶養手当等の支給に関

する法律（昭和39年法律第134号）に規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国

民年金法（昭和34年法律第141号）に規定する障害基礎年金等の受給者が在宅する世

帯をいう。 
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様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 
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様式第３号（第４条関係） 
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様式第４号（第４条関係） 
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様式第５号（第４条関係） 
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様式第６号（第４条関係） 
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様式第７号（第７条関係） 
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様式第８号（第７条関係） 
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様式第９号（第８条関係） 
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様式第10号（第８条関係） 



15 



16 

 



17 

様式第11号（第８条関係） 
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様式第12号（第８条関係） 

 



19 

様式第13号（第８条関係） 

 


